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志願者のみなさんへ 
千葉市立千葉高等学校 

校 長  尾留川 聡 

 

令和８年度千葉県公立高等学校入学者選抜 

千葉市立千葉高等学校一般入学者選抜における注意事項について 

１ 検査時間割 

⑴ 第１日 ２月１７日（火）  ⑵ 第２日 ２月１８日（水） 

 ９：３０ 集 合   ９：３０ 集 合 

 ９：３０～ ９：５０ 受付・点呼   ９：３０～ ９：５０ 受付・点呼 

 ９：５０～１０：０５ 注意事項伝達   ９：５０～１０：０５ 注意事項伝達 

１０：２０～１１：１０ 国 語  １０：２０～１１：１０ 理 科 

１１：４０～１２：３０ 数 学  １１：４０～１２：３０ 社 会 

１２：３０～１３：１５ 昼食・休憩  １２：３０～１３：１５ 昼食・休憩 

１３：２５～１４：２５ 英 語  １３：２５～１４：１５ 作 文 

※各検査開始５分前着席完了 

２ 注意事項 

⑴ 検査当日に持参するもの 

 受検票、筆記用具（鉛筆（シャープペンシル可）・三角定規一組（角度の目盛りのないもの）・ 

コンパス・消しゴム）、上履き、弁当。 

※ 受検票を忘れた場合は、受付時に係の職員に申し出てください。 

※ 下敷き・直定規は使用できませんので持参しないでください。 

⑵ 検査当日の校舎入場時間 

 午前９時３０分までに集合してください。 

 昇降口からの入場開始は、午前９時００分を予定しています。それ以前は原則として、校舎内に

入れません。 

⑶ コート等の上着の着用は可としますが、ひざ掛け、マフラー、手袋等は、検査室に持ち込むこと

はできません。 

⑷ 時計を携帯する場合は、時計機能のみのものに限ります（検査室には時計はありません）。 

⑸ 検査中に黒板に文字を書いて指示する場合があります。文字が見えづらい場合は、眼鏡等を使用

することができます。ただし、眼鏡等のケースを検査室に持ち込むことはできません。 

⑹ 検査室内での物品の貸し借りはできません。また、携帯電話等の校内への持ち込みは可とします

が、検査室に持ち込むことはできません。 

⑺ 検査当日は、検査室・控室・トイレ以外の場所には立ち入らないでください。 

⑻ 過年度卒業の志願者は、第２日の作文検査終了後に面接があります。 

 

３ 緊急時の対応について 

 検査前に災害等の緊急の事態が発生した場合、以下の公共放送等による連絡を確認してください。 

２月１７日（火）・１８日（水） 

 ア 県教育委員会ウェブページ https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/ 

 イ NHK 総合テレビ 午前６時及び午前７時のニュース番組 

 ウ NHK ラジオ第１放送 午前６時及び午前７時のニュース番組 

 エ 千葉テレビ 随時 
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 また、緊急の事態が生じた場合は、次の方法で本校に必ず電話連絡してください。 

ア 検査前日までに志願者に緊急の事態が生じた場合は、志願者は中学校等を通して速やかに本校に

連絡する。 

イ 検査当日に志願者に緊急の事態が生じた場合は、志願者本人（又は保護者等）は本校に連絡する。 

 

千葉市立千葉高等学校  電話 ０４３（２５１）６２４５ 

受付時間  平日の午前８時３０分から午後４時３０分まで 

 

 

 

 

 

令和８年度千葉県公立高等学校入学者選抜 

千葉市立千葉高等学校における感染症等への対応について 

 

 令和８年度千葉県公立高等学校入学者選抜について、下記の対応をしますので、御協力をお願いしま

す。 

記 

１ 別室受検について 

  感染症に罹患している場合や体調不良の場合は、別室で受検できます。 

 

２ 事前連絡及び検査当日の留意事項等について 

⑴ 検査前日まで 

 次のア、イに該当する志願者は、検査前日までに在籍する中学校等を通して本校に連絡してくだ

さい。 

ア 感染症に罹患している志願者で、本検査を受検する者 

イ 感染症に罹患している志願者で、本検査をどうしても受検できない者 

 なお、やむを得ず検査を受検できない場合は、追検査の対象かどうかについて、必ず在籍する 

中学校等に確認してください。 

 ＊中学校等に在籍していない志願者は、直接本校に連絡・確認してください。 

 

⑵ 検査当日 

ア 検査当日に、志願者から本校に緊急の連絡をする必要が生じた場合は、志願者本人（又は保護

者等）が直接、本校に連絡してください。なお、やむを得ず検査を受検できない場合は、追検

査の対象かどうかについて、必ず本校に確認してください。 

イ 各検査当日に、体調不良の受検者は、昇降口階段下付近の職員に申し出てください。 

ウ 受付、控室及び検査室について 

(ｱ) 受付 

・体調不良でない者・・・・・・・・・・・生徒昇降口から各控室へ 

・体調不良の者(感染症罹患者を含む）・・・昇降口階段下付近の職員の誘導 

(ｲ) 控室及び検査室 

 受付での指示に従ってください。 

エ 検査当日、付添人控室を用意します。 
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３ 追検査について 

 感染症罹患による発熱、感染症の疑い、月経随伴症状による体調不良、検査会場に向かう途中の事故

等の理由及び学校生活において忌引の扱いとする事由が生じた場合により、別室での受検も困難で、 

本検査を全部又は一部受検することができなかった者のうち、所定の手続により、志願する高等学校の

校長に承認を受けた者を対象として、令和８年２月２６日(木)に追検査を実施します。 

中学校等に在籍している志願者は、在籍校の校長先生等を通して、それ以外の志願者は、志願者本人

（又は保護者等）が直接、追検査を志願する旨を、速やかに、本校へ連絡してください。 

追検査を志願する場合には、出願時に交付された受検票、「追検査受検願」（様式１８）及び本検査を

受検することができなかった理由を証明する書類として「医師の診断書」（加療期間が明記されたもの）

又は「本検査不受検理由証明書」（様式１９の⑴又は⑵）を提出してください。 

 追検査受検願等の提出期間及び受付時間 

令和８年２月２０日（金）及び２月２４日（火） 

受付時間は、２月２０日（金）は午前９時から午後４時３０分まで 

      ２月２４日（火）は午前９時から正午までとする。 

なお、送付の場合も、２月２４日（火）正午までに必着とする。 

 また、中学校等に在籍している志願者は、在籍中学校等の校長を通して、追検査を志願する旨を、 

「追検査受検願」等の提出開始日の前日までに、本校へ電話で連絡してください。それ以外の志願者は、

志願者本人（又は保護者等）が、直接、本校に連絡してください。 

 

４ 入学許可候補者の発表について 

 選抜結果については、本検査及び追検査の結果を併せて、令和８年３月３日(火)午前９時に、掲示に

より入学許可候補者の受検番号を発表します。 

 また、インターネット特設サイトでの合否照会については、検査当日にお知らせします。 

なお、入学許可候補者へは、配付物がありますので、次の期間に来校してください。 

３月３日（火） 午後１時から午後４時３０分まで 

３月４日（水） 午前９時から午後４時３０分まで 

※受領の際は、必ず受検票を持参してください（保護者等、本人以外でも構いません）。 

 

５ その他 

  不正行為をした者は、入学許可候補者としないものとします。 

  なお、不正行為とは、次のことを指します。 

ア 他の受検者の答案をのぞいたり、受検者どうしで相談したり、疑わしい紙片を見たり投じたり 

すること。 

 イ スマートフォン等の電子機器類を検査時間中に見たり使用したりすること。 

 ウ 検査の実施を故意に妨害すること。 

 エ 他の受検者を妨害したり、他の受検者に利益を与えたりすること。 

 オ その他、検査の公平性を損なう行為をすること。 
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令和８年度千葉県公立高等学校入学者選抜 

調査書及び一般入学者選抜の学力検査等の結果の即時提供について 

 千葉市教育委員会試験結果等の即時提供に係る要綱により、調査書及び学力検査の得点については、

口頭により提供を申し出ることができます。 

 

１ 申し出ができる者 

 受検者本人又は保護者等の法定代理人 

 

２ 提供場所 

 千葉市立千葉高等学校（受付は、事務室） 

 

３ 提供内容及び方法 

⑴ 受検者本人の調査書 

 閲覧及び写しの交付（市の定めにより、写しの交付には１枚あたり１０円かかります。） 

⑵ 受検者本人の学力検査の総合得点及びその教科別得点 

 閲覧 

 

４ 提供期間及び時間  

⑴ 提供期間 

 令和８年３月４日（水）から４月３日（金）まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律

に規定する休日は除く。） 

⑵ 提供時間 

 午前９時から午後４時３０分まで 

 

５ 持参するもの（本人確認等） 

⑴ 受検者本人の場合 

  受検票 

⑵ 法定代理人（親権者及び後見人）の場合 

  次のア～ウの全ての書類が必要です。 

ア 受検票 

イ 代理人本人であることが証明できる書類（パスポート、マイナンバーカード、運転免許証等） 

ウ 法定代理人であることを明らかにする書類（戸籍全部事項証明書、後見登記事項証明書等） 

※ 住民票は不可。 


